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大口町国民健康保険税条例の一部改正について 

 

大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のように定めるものとす

る。 

 

  平成３０年２月２８日提出 

 

 大 口 町 長  鈴 木 雅 博   

 

（提案理由） 

この案を提出するのは、医療の高度化や被保険者の高齢化による医療費の増加に

対応し、将来に渡って安定した国民健康保険の運営をしていくため及び国民健康保

険の広域化により愛知県に国民健康保険事業費納付金を納付するため、税率等を改

正することに伴い、この条例の一部を改正するため必要があるからである。 

 





大口町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

大口町国民健康保険税条例（昭和４１年大口町条例第１２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第２条第１項を次のように改める。 

前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）の規定による国民健康保険事業費納付金（以下この条において「国

民健康保険事業費納付金」という。）の納付に要する費用のうち、愛知県の国

民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号）の規定による後期高齢者支援金等（以下この条

において「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保険法（平成９年法律第

１２３号）の規定による納付金（以下この条において「介護納付金」という。）

の納付に要する費用に充てる部分を除く。）に充てるための国民健康保険税の

課税額をいう。以下同じ。） 

(2) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納

付金の納付に要する費用（愛知県の国民健康保険に関する特別会計において負

担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充て

るための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

(3) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９

条第２号に規定する第２号被保険者であるものをいう。以下同じ。）につき算

定した介護納付金課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金

の納付に要する費用（愛知県の国民健康保険に関する特別会計において負担す

る介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。）に充てるための国民

健康保険税の課税額をいう。以下同じ。） 

第２条第２項中「前項」の次に「第１号」を加え、同条第３項中「第１項」の次
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に「第２号」を加え、「及び資産割額」を削り、「合計額」を「合算額」に改め、

同条第４項中「第１項」の次に「第３号」を加え、「（国民健康保険の被保険者の

うち、介護保険法第９条第２号に規定する被保険者であるものをいう。以下同じ。）」

及び「及び資産割額」を削る。 

第３条第１項中「１００分の４．０」を「１００分の４．３５」に改める。 

第５条中「２万４，０００円」を「２万６，７００円」に改める。 

第６条第１号中「（昭和３３年法律第１９２号）」を削り、「２万４，０００円」

を「２万１００円」に改め、同条第２号中「１万２，０００円」を「１万５０円」

に改め、同条第３号中「１万８，０００円」を「１万５，０７５円」に改める。 

第７条中「１００分の１．５」を「１００分の１．７５」に改める。 

第８条を次のように改める。 

第８条 削除 

第９条中「７，８００円」を「９，３００円」に改める。 

第１１条中「１００分の１．１」を「１００分の１．６０」に改める。 

第１２条を次のように改める。 

第１２条 削除 

第１３条中「７，８００円」を「１万１,１００円」に改める。 

第１４条中「７，２００円」を「５，７００円」に改める。 

第２６条第１号ア中「１万６，８００円」を「１万８，６９０円」に改め、同号

イ(ｱ)中「１万６，８００円」を「１万４，０７０円」に改め、同号イ(ｲ)中「８，

４００円」を「７，０３５円」に改め、同号イ(ｳ)中「１万２，６００円」を「１万

５５３円」に改め、同号ウ中「５，４６０円」を「６，５１０円」に改め、同号オ

中「５，４６０円」を「７，７７０円」に改め、同号カ中「５，０４０円」を「３，

９９０円」に改め、同条第２号ア中「１万２，０００円」を「１万３，３５０円」

に改め、同号イ(ｱ)中「１万２，０００円」を「１万５０円」に改め、同号イ(ｲ)中

「６，０００円」を「５，０２５円」に改め、同号イ(ｳ)中「９，０００円」を「７，

５３８円」に改め、同号ウ中「３，９００円」を「４，６５０円」に改め、同号オ

中「３，９００円」を「５，５５０円」に改め、同号カ中「３，６００円」を「２，
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８５０円」に改め、同条第３号ア中「４，８００円」を「５，３４０円」に改め、

同号イ(ｱ)中「４，８００円」を「４，０２０円」に改め、同号イ(ｲ)中「２，４０

０円」を「２，０１０円」に改め、同号イ(ｳ)中「３，６００円」を「３，０１５円」

に改め、同号ウ中「 １，５６０円」を「１，８６０円」に改め、同号オ中「１，

５６０円」を「２，２２０円」に改め、同号カ中「１，４４０円」を「１，１４０

円」に改める。 

第２９条第２項中「を提示しなければ」を「の提示を求められた場合においては、

これを提示しなければ」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の大口町国民健康保険税条例の規定は、平成３０年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２９年度分までの国民健康保

険税については、なお従前の例による。 
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大口町国民健康保険税条例の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（課税額） （課税額） 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険

税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した次に

掲げる額の合算額とする。 

第２条 前条の者に対して課する国民健康保険

税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する

国民健康保険の被保険者につき算定した基礎

課税額（国民健康保険税のうち、国民健康保

険に要する費用（高齢者の医療の確保に関す

る法律（昭和５７年法律第８０号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下この条におい

て「後期高齢者支援金等」という。）及び介

護保険法（平成９年法律第１２３号）の規定

による納付金の納付に要する費用を除く。）

に充てるための国民健康保険税の課税額をい

う。以下同じ。）及び後期高齢者支援金等課

税額（国民健康保険税のうち、後期高齢者支

援金等の納付に要する費用に充てるための国

民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。）

並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国民

健康保険の被保険者のうち、介護保険法第９

条第２号に規定する被保険者であるものにつ

き算定した介護納付金課税額（国民健康保険

税のうち、同法の規定による納付金の納付に

要する費用に充てるための国民健康保険税の

課税額をいう。以下同じ。）の合算額とす

る。 

(1) 基礎課税額（国民健康保険税のうち、国

民健康保険に関する特別会計において負担

する国民健康保険事業に要する費用（国民

健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）

の規定による国民健康保険事業費納付金

（以下この条において「国民健康保険事業

費納付金」という。）の納付に要する費用

のうち、愛知県の国民健康保険に関する特

別会計において負担する高齢者の医療の確

保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号）の規定による後期高齢者支援金等（以

下この条において「後期高齢者支援金等」
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新 旧 

という。）及び介護保険法（平成９年法律

第１２３号）の規定による納付金（以下こ

の条において「介護納付金」という。）の

納付に要する費用に充てる部分を除く。）

に充てるための国民健康保険税の課税額を

いう。以下同じ。） 

(2) 後期高齢者支援金等課税額（国民健康保

険税のうち、国民健康保険事業費納付金の

納付に要する費用（愛知県の国民健康保険

に関する特別会計において負担する後期高

齢者支援金等の納付に要する費用に充てる

部分に限る。）に充てるための国民健康保

険税の課税額をいう。以下同じ。） 

 

(3) 介護納付金課税被保険者（国民健康保険

の被保険者のうち、介護保険法第９条第２

号に規定する第２号被保険者であるものを

いう。以下同じ。）につき算定した介護納

付金課税額（国民健康保険税のうち、国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用

（愛知県の国民健康保険に関する特別会計

において負担する介護納付金の納付に要す

る費用に充てる部分に限る。）に充てるた

めの国民健康保険税の課税額をいう。以下

同じ。） 

 

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条

第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定した

所得割額及び資産割額並びに被保険者均等割

額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただ

し、当該合算額が５４万円を超える場合にお

いては、基礎課税額は５４万円とする。 

２ 前項の基礎課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に属する国

民健康保険の被保険者につき算定した所得割

額及び資産割額並びに被保険者均等割額及び

世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当

該合算額が５４万円を超える場合において

は、基礎課税額は５４万円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

及びその世帯に属する被保険者につき算定し

た所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が１９万円を超える場合においては、後

３ 第１項の後期高齢者支援金等課税額は、世

帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びそ

の世帯に属する被保険者につき算定した所得

割額及び資産割額並びに被保険者均等割額及

び世帯別平等割額の合計額とする。ただし、

当該合算額が１９万円を超える場合において
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新 旧 

期高齢者支援金等課税額は、１９万円とす

る。 

は、後期高齢者支援金等課税額は、１９万円

とする。 

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護

納付金課税被保険者である世帯主（前条第２

項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する

介護納付金課税被保険者につき算定した所得

割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額とする。ただし、当該合算額が

１６万円を超える場合においては、介護納付

金課税額は１６万円とする。 

４ 第１項の介護納付金課税額は、介護納付金

課税被保険者（国民健康保険の被保険者のう

ち、介護保険法第９条第２号に規定する被保

険者であるものをいう。以下同じ。）である

世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及び

その世帯に属する介護納付金課税被保険者に

つき算定した所得割額及び資産割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額

とする。ただし、当該合算額が１６万円を超

える場合においては、介護納付金課税額は１

６万円とする。 

（国民健康保険の被保険者に係る所得割額） （国民健康保険の被保険者に係る所得割額） 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額から同条第

２項の規定による控除をした後の総所得金額

及び山林所得金額の合計額（以下において

「基礎控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の４．３５を乗じて算定する。 

第３条 前条第２項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「法」とい

う。）第３１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額から同条第

２項の規定による控除をした後の総所得金額

及び山林所得金額の合計額（以下において

「基礎控除後の総所得金額等」という。）に

１００分の４．０を乗じて算定する。 

２ 略 ２ 略 

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均

等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均

等割額） 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について２万６，７００円とす

る。 

第５条 第２条第２項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について２万４，０００円とす

る。 

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等

割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等

割額） 

第６条 略 第６条 略 

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健

康保険法第６条第８号の規定により被保険

者の資格を喪失した者であって、当該資格

を喪失した日の前日以後継続して同一の世

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第

６条第８号の規定により被保険者の資格を

喪失した者であって、当該資格を喪失した
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新 旧 

帯に属するものをいう。以下同じ。）と同

一の世帯に属する被保険者が属する世帯で

あって同日の属する月（以下この号におい

て「特定月」という。）以後５年を経過す

る月までの間にあるもの（当該世帯に他の

被保険者がいない場合に限る。）をいう。

次号、第１０条及び第２６条において同

じ。）及び特定継続世帯（特定同一世帯所

属者と同一の世帯に属する被保険者が属す

る世帯であって特定月以後５年を経過する

月の翌月から特定月以後８年を経過する月

までの間にあるもの（当該世帯に他の被保

険者がいない場合に限る。）をいう。第３

号、第１０条及び第２６条において同

じ。）以外の世帯 １世帯について２万１

００円 

日の前日以後継続して同一の世帯に属する

ものをいう。以下同じ。）と同一の世帯に

属する被保険者が属する世帯であって同日

の属する月（以下この号において「特定

月」という。）以後５年を経過する月まで

の間にあるもの（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。次号、第

１０条及び第２６条において同じ。）及び

特定継続世帯（特定同一世帯所属者と同一

の世帯に属する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する月の翌月か

ら特定月以後８年を経過する月までの間に

あるもの（当該世帯に他の被保険者がいな

い場合に限る。）をいう。第３号、第１０

条及び第２６条において同じ。）以外の世

帯 １世帯について２万４，０００円 

(2) 特定世帯 １世帯について１万５０円 (2) 特定世帯 １世帯について１万２，００

０円 

(3) 特定継続世帯 １世帯について１万５，

０７５円 

(3) 特定継続世帯 １世帯について１万８，

０００円 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の所得割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の所得割額） 

第７条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の

総所得金額等に１００分の１．７５を乗じて

算定する。 

第７条 第２条第３項の所得割額は、賦課期日

の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の

総所得金額等に１００分の１．５を乗じて算

定する。 

 （国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の資産割額） 

第８条 削除 第８条 第２条第３項の資産割額は、当該年度

分の固定資産税額のうち、土地及び家屋に係

る部分の額に１００分の５．０を乗じて算定

する。 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額） 

（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者

支援金等課税額の被保険者均等割額） 

第９条 第２条第３項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について９，３００円とする。 

第９条 第２条第３項の被保険者均等割額は、

被保険者１人について７，８００円とする。 
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（介護納付金課税被保険者に係る所得割額） （介護納付金課税被保険者に係る所得割額） 

第１１条 第２条第４項の所得割額は、介護納

付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得

金額等に１００分の１．６０を乗じて算定す

る。 

第１１条 第２条第４項の所得割額は、介護納

付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得

金額等に１００分の１．１を乗じて算定す

る。 

 （介護納付金課税被保険者に係る資産割額） 

第１２条 削除 第１２条 第２条第４項の資産割額は、介護納

付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資

産税額のうち、土地及び家屋に係る部分の額

に１００分の５．０を乗じて算定する。 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均

等割額） 

第１３条 第２条第４項の被保険者均等割額

は、介護納付金課税被保険者１人について１

万１，１００円とする。 

第１３条 第２条第４項の被保険者均等割額

は、介護納付金課税被保険者１人について

７，８００円とする。 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等

割額） 

（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等

割額） 

第１４条 第２条第４項の世帯別平等割額は、

１世帯について５，７００円とする。 

第１４条 第２条第４項の世帯別平等割額は、

１世帯について７，２００円とする。 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第２６条 略 第２６条 略 

(1) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円を

超えない世帯に係る納税義務者 

(1) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円を

超えない世帯に係る納税義務者 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

１万８，６９０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

１万６，８００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について１万４，０７０円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について１万６，８００円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について７，０３

５円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について８，４０

０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について１万 (ｳ) 特定継続世帯 １世帯について１万
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５５３円 ２，６００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について６，５１０

円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について５，４６０

円 

エ 略 エ 略 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について７，７７０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について５，４６０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額 １世帯について３，９９０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額 １世帯について５，０４０円 

(2) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き２７万円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

(2) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き２７万円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前号に該当する者を除

く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

１万３，３５０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

１万２，０００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について１万５０円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について１万２，０００円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について５，０２

５円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について６，００

０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について７，

５３８円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について９，

０００円 

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について４，６５０

  ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について３，９００
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円 円 

エ 略 エ 略 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について５，５５０円 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

く。）１人について３，９００円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額 １世帯について２，８５０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額 １世帯について３，６００円 

(3) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き４９万円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

(3) 法第７０３条の５に規定する総所得金額

及び山林所得金額の合算額が、３３万円に

被保険者及び特定同一世帯所属者１人につ

き４９万円を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前２号に該当する者を

除く。） 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

５，３４０円 

ア 国民健康保険の被保険者に係る被保険

者均等割額 被保険者（第１条第２項に

規定する世帯主を除く。）１人について

４，８００円 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

イ 国民健康保険の被保険者に係る世帯別

平等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれに定める額 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について４，０２０円 

(ｱ) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 １世帯について４，８００円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について２，０１

０円 

(ｲ) 特定世帯 １世帯について２，４０

０円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について３，

０１５円 

(ｳ) 特定継続世帯 １世帯について３，

６００円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について１，８６０

円 

ウ 国民健康保険の被保険者に係る後期高

齢者支援金等課税額の被保険者均等割額

 被保険者（第１条第２項に規定する世

帯主を除く。）１人について １，５６

０円 

エ 略 エ 略 

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除

オ 介護納付金課税被保険者に係る被保険

者均等割額 介護納付金課税被保険者

（第１条第２項に規定する世帯主を除
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く。）１人について２，２２０円 く。）１人について１，５６０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額 １世帯について１，１４０円 

カ 介護納付金課税被保険者に係る世帯別

平等割額 １世帯について１，４４０円 

（特例対象被保険者等に係る申告） （特例対象被保険者等に係る申告） 

第２９条 略 第２９条 略 

２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納

税義務者は、雇用保険受給資格者証（雇用保

険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）

第１７条の２第１項第１号に規定するものを

いう。）その他の特例対象被保険者等である

ことの事実を証明する書類の提示を求められ

た場合においては、これを提示しなければな

らない。 

２ 前項の申告書を提出する場合には、当該納

税義務者は、雇用保険受給資格者証（雇用保

険法施行規則（昭和５０年労働省令第３号）

第１７条の２第１項第１号に規定するものを

いう。）その他の特例対象被保険者等である

ことの事実を証明する書類を提示しなければ

ならない。 

  

 

- 11 -



 

 

改 正 要 旨 

 

１ 改正の趣旨 

本町の国民健康保険は、平成２３年度に税率改正した以後、据え置いてきま

したが、医療の高度化や被保険者の高齢化により、医療費は年々増加している

状況から将来に渡って安定した国民健康保険の運営をしていくために税率等の

見直しの必要性が生じています。 

また、平成３０年４月からの制度改正により、本町の国民健康保険の運営は

広域化され、愛知県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的

な事業運営の確保等、運営の中心的な役割を担い、制度を安定化させることと

なります。 

愛知県は、広域化に向け市町村毎に国民健康保険事業費納付金を算定し標準

保険料率を示しましたので、それを参考にするとともに、被保険者にとって急

激な負担増にならないよう賦課方式も含めた税率等の改正を行います。 

 

２ 改正の概要 

(1) 国民健康保険税の課税額について、基礎課税額（医療分）、後期高齢者医療

支援金等課税額及び介護納付金課税額の合算額としていた内容を、広域化に伴

う国民健康保険事業費納付金に充てるものとしての定義を加えて整理するとと

もに、税率等の見直しに関する改正を行います。（第２条関係） 

(2) 国民健康保険税率等の見直し 

ア 基礎課税額（医療分）に関する改正 

 

改 正 前 改 正 後 

（参考）     

標準保険料率 

改正条項 

所得割 ４．０％ ４．３５％ ６．９９％ 第３条 

資産割 １０．０％ １０．０ ％ ― 改正なし 

均等割 ２４，０００円 ２６，７００円 ２７，８４２円 第５条 

平等割 ２４，０００円 ２０，１００円 １９，８２５円 第６条 
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イ 後期高齢者支援金等課税額に関する改正 

 

改 正 前 改 正 後 

（参考）     

標準保険料率 

改正条項 

所得割 １．５％ １．７５％ ２．３５％ 第７条 

資産割 ５．０％ 廃 止 ― 第８条 

均等割 ７，８００円 ９，３００円 ９，３４４円 第９条 

平等割 ７，２００円 ７，２００円 ６，６５３円 改正なし 

 

ウ 介護納付金課税額に関する改正 

 

改 正 前 改 正 後 

（参考）     

標準保険料率 

改正条項 

所得割 １．１％ １．６０％ ２．０１％ 第１１条 

資産割 ５．０％ 廃 止 ― 第１２条 

均等割 ７，８００円 １１，１００円 １０，４７３円 第１３条 

平等割 ７，２００円 ５，７００円 ５，０５１円 第１４条 

 

  エ 国民健康保険税の減額に関する改正（第２６条関係） 

（７割軽減） 改 正 前 改 正 後 改正条項 

医療分均等割額 １６，８００円 １８，６９０円 第１項ア 

医療分平等割 特定世帯

及び特定継続世帯以外の

世帯 

１６，８００円 １４，０７０円 第１項イ(ア) 

医療分平等割特定世帯 ８，４００円 ７，０３５円 第１項イ(イ) 

医療分平等割特定継続世

帯 

１２，６００円 １０，５５３円 第１項イ(ウ) 

後期高齢者支援金分均等

割額 

５，４６０円 ６，５１０円 第１項ウ 

介護納付金額均等割額 ５，４６０円 ７，７７０円 第１項オ 

介護納付金額平等割額 ５，０４０円 ３，９９０円 第１項カ 

    

- 13 -



 

 

（５割軽減） 改 正 前 改 正 後 改正条項 

医療分均等割額 １２，０００円 １３，３５０円 第２項ア 

医療分平等割 特定世帯

及び特定継続世帯以外の

世帯 

１２，０００円 １０，０５０円 第２項イ(ア) 

医療分平等割特定世帯 ６，０００円 ５，０２５円 第２項イ(イ) 

医療分平等割特定継続世

帯 

９，０００円 ７，５３８円 第２項イ(ウ) 

後期高齢者支援金分均等

割額 

３，９００円 ４，６５０円 第２項ウ 

介護納付金分均等割額 ３，９００円 ５，５５０円 第２項オ 

介護納付金額平等割額 ３，６００円 ２，８５０円 第２項カ 

（２割軽減） 改 正 前 改 正 後 改正条項 

医療分均等割額 ４，８００円 ５，３４０円 第３項ア 

医療分平等割 特定世帯

及び特定継続世帯以外の

世帯 

４，８００円 ４，０２０円 第３項イ(ア) 

医療分平等割特定世帯 ２，４００円 ２，０１０円 第３項イ(イ) 

医療分平等割特定継続世

帯 

３，６００円 ３，０１５円 第３項イ(ウ) 

後期高齢者支援金分均等

割額 

１，５６０円 １，８６０円 第３項ウ 

介護納付金分均等割額 １，５６０円 ２，２２０円 第３項オ 

介護納付金額平等割額 １，４４０円 １，１４０円 第３項カ 

 

(3) 主に雇用者側の都合で退職し国民健康保険に加入することとなった、いわ

ゆる「非自発的失業者」の手続が見直されたことによる改正を行います。 

（第２９条関係） 

 

３ 施行期日 

平成３０年４月１日から施行します。 
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